
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固化遅延剤を水に溶解した水溶液を作り、
　 土砂を攪拌しながらこの土砂に
前記水溶液を均一に吹きかけて前記固化遅延剤を土粒子の表面に均一に付着させ、
　それから土砂を攪拌しながらこの土砂に半水石こうを主とする固化材を均一に混合する
ようにした
　 土質安定処理土の製造方法。
【請求項２】
　前記土質安定処理土を土中に投入してから水が加わることにより、前記固化材が水と結
合して土質安定処理土を固化させるようにした 土質安
定処理土の製造方法。
【請求項３】
　前記固化遅延剤の石こうに対する添加量の重量比を０．４％未満とし、固化遅延剤に水
を加えた希釈遅延剤の濃度を４％以下とし、この希釈遅延剤の土砂に対する添加量の重量
比は希釈遅延剤の濃度に応じて６％以下の範囲内から選択するようにした

土質安定処理土の製造方法。
【請求項４】
　前記土質安定処理土を製造する際の前記固化材の量を求めるには、まず土砂の土粒子間
の間隔量を算出し、目標とする強度から水と固化材の重量比を決め、この決めた重量比に
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おける水と固化材の体積の和が前記間隔量と同等となったときの固化材の量を求めるよう
にした 土質安定処理土の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、建設現場における埋め戻しや、橋脚等の構築物の裏込め、あるいは道路の盛り
土等に用いる土工材料としての土質安定処理土及びその製造方法に関するものである。
【０００２】
コンクリートあるいは鋼製の構築物は、それに作用した外力が周辺地盤に伝わってそれが
分散することにより、地盤反力が生じるように期待して設計されているため、それらの構
築物の下や周辺の土中には隙間なく緻密な土砂の投入が必要となる。
【０００３】
このため、例えば地中埋設管等の埋戻し、橋脚等の構築物の裏込め、あるいは道路の盛土
等は、天然の良質土（主として砂質）の土粒子間隙を小さくし、効果的に応力分散を図っ
て地盤反力を発揮させることができるように、機械的な方法を用いて積極的な締め固めを
することにより、土砂の内部組織を緻密にして物理的な安定化を図ることが行われている
。
【０００４】
また、橋脚等の構築物と周辺地盤との間や、地中埋設管周辺のような狭い空間においては
、締め固め機械が使用できないため、水締め工法と呼ばれる方法が用いられてきた。
【０００５】
この水締め工法とは、土中に投入した土砂に大量の水を滲み込ませ、土粒子間の間隙を飽
和させることで、見かけの粘着力を除去して土粒子の相互移動を容易にする。そのような
土砂を上記狭い空間へ流し込むと同時に、自然排水あるいは強制排水によって余剰の水を
排出させて、より隙間なく緻密な土砂の投入を実現し、土砂の内部組織の物理的な安定化
を図る方法である。
【０００６】
上記のような埋め戻し等の用途に適さない、粒径が０．０７５ｍｍ未満の細粒土を多く含
む土は、セメントあるいは石灰等の固化材と混合して粒度を改善した土質安定処理土を作
製し、再利用することがある。このような土質安定処理土は、化学的な固結力により細粒
土を結合し、より大きな粒径にすることを目的としている。
【０００７】
しかし、上記天然の良質土、あるいは上記化学的固結力で粒度を改善した土砂は、主とし
て粒状の土粒子を多く含有し、締め固めることで土粒子同士が噛み合い、物理的にも安定
して信頼性も高いが、土粒子間の粘着力が小さいため、地下浸透水によって土粒子の相互
移動が容易となる。このため、土粒子の流出により空洞化が進行することがあり、その場
合は道路陥没等のように急激に中実体積が減少する。すると、前記構築物から地盤に伝わ
った外力を分散させることができなくなって、地盤反力を発揮することができなくなる。
【０００８】
近年、土砂に、水あるいは発泡材と、セメント等の固化材を添加したスラリー状（どろど
ろのぬかるみ状）の改良土を製造し、その改良土を狭い空間へ流し込んで固化させること
で、土粒子間の粘着力を増加させ、土粒子の相互移動を拘束して上記地盤反力としての機
能を長く維持する方法がある。
【０００９】
この方法は、狭い空間においても良好な充填性をもたせるために、多量の水や発泡材を含
有しており、上記外力に対して固化材の化学的な固結力で地盤反力を発揮する機能を有す
るものではあるが、所定の強度に達するまでその機能を発揮することができないと共に、
それまでには約２８日間位の長時間を要するという問題がある。
【００１０】
また、土粒子間の間隔が大きいと共に、そのことにより土粒子同士の機械的な噛み合わせ
が期待できないため、上記外力が作用して改良土がせん断破壊しようとする時に応力を分
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散することができないので、周辺地盤の一部に応力集中が起こって局所的な破壊を招くお
それがある。
【００１１】
また、セメントあるいは石灰などの固化材で処理した改良土を、再掘削が必要な場所に用
いると、長期にわたって強度が著しく増加していくことにより、固くなりすぎて再掘削で
きなくなるおそれがある。また仮に再掘削できたとしても、その改良土は高アルカリ性を
示すため再利用できないので、廃棄処分をするか、或は植生用地等の他の用途へ流用した
いときは、高アルカリ性を中性に近づけるための中性化処理が必要となる。
【００１２】
さらに、上記スラリー状の改良土は、それを製造するためのプラント設備が非常に大規模
となると共に、その設備は容易には移動できないので、土中に改良土の投入を行なう建設
現場の近傍か、その建設現場に所定時間内に改良土を搬送して土中に投入を行なうことが
可能な距離にその設備がなければ、利用することができない。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
このような問題を解決するためには、石こうを主とする固化材で処理した土質安定処理土
を用いることが検討、模索されていたが、石こうを土砂に混合すると、土粒子の表面にあ
る水と石こうの一部が極めて短時間（５～１０分位）で結合してしまうので、本来の目的
の土粒子間を結合する動作を行うための石こうの量が減ってしまう。このため、予めその
減る分を見込して石こうの量を増やして供給しなければならないので、石こうの消費量が
増大して、土質安定処理土や施工費のコストアップを招くという問題があった。
【００１４】
さらに、石こう系固化材添加量が一定のとき、土砂の含水比によっては、強度が大きく異
なるため、施工前に配合設計を実施する必要があり、即日復旧を必要とする場合に利用で
きないといった問題もあった。
【００１５】
そこで本発明は、上記問題点に鑑みて、固化材に石こうを用いた場合であっても、石こう
の消費量が増大することを防止して、土質安定処理土や施工費のコストアップを防止する
ことができると共に、土砂の含水比が異なっても所要の強度が得られ、事前の計算で配合
設計が可能な土質安定処理土及びその製造方法を提供することを課題とするものである。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明による土質安定処理土の製造方法は、
　
　

　
ものである。

【００１７】
　このような本発明の土質安定処理土の製造方法によれば、
　
　

　

　固化材を土砂に混合してから極めて短時間で石こうの一部が土粒子の表面の水と結合す
るのを防止することができる。
【００１８】
このため、予めその減る分を見込して余分な石こうの量を増やして供給する必要がなくな
るので、固化材に石こうを用いた場合であっても、石こうの消費量が増大することを防止
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できて、土質安定処理土や施工費のコストアップを防止することができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面に基づいて具体的に説明する。
図１は、本発明による土質安定処理土及びその製造方法の一実施の形態について説明する
ために参照する図である。
【００２０】
まず、土砂の仮置き場１に、土質安定処理を施す対象となる土砂を仮置きする。この土砂
は、粒径が０．０７５ｍｍ以上の粗粒土を５０％以上含んだものが仮置きされる。土砂を
このような組成のものに限定するのは、粒径が０．０７５ｍｍ以上の粗粒土が５０％未満
の土砂の場合は、土粒子間の間隔が大きくなることにより、土粒子同士の機械的な噛み合
わせが期待できなくなるため、構築物から地盤に伝わった外力が作用して改良土がせん断
破壊しようとする時に、応力を分散することができないので、周辺地盤の一部に応力集中
が起こって局所的な破壊を招くおそれがあるからである。
【００２１】
また、サイロ等を用いた遅延剤貯蔵所２に、後述する固化材の働きを遅延させる固化遅延
剤を貯蔵する。このような固化遅延剤としては、たとえば特開２００１－１３０９３６号
公報に記載された、グルタミン酸等のアミドポリカルボン酸類を有効成分として含有する
石こうの凝結硬化遅延剤や、特開２００１－２６１３９５号公報に記載された、特定のＮ
－アシルオリゴペプチド及び／又はその塩を有効成分として含有する石こうの凝結硬化遅
延剤等を用いることができる。
【００２２】
次に希釈遅延剤溶液作製部４において、上記のような固化遅延剤を、貯水した貯水場３か
らの水に一定の割合で混合して、すなわち水に対して固化遅延剤を４％以下の濃度で混合
して、希釈遅延剤の溶液を作製する。
【００２３】
次に、前記土砂の仮置き場１の土砂から、レキ・異物除去部５により、粒径が４０ｍｍ以
上のレキ（礫）や異物を除去し、遅延剤付着設備６においてその土砂に、希釈遅延剤溶液
作製部４からの希釈遅延剤の溶液を吹きかけて、土砂の土粒子の表面に均一に固化遅延剤
を付着させる。
上記レキ・異物除去部５にて土砂からレキや異物を除去するには、振動篩や、網戸状や格
子戸状のスクリーン等に土砂を通過させることにより行う。
【００２４】
また、上記土粒子の表面に希釈遅延剤の溶液を吹きかけて均一に固化遅延剤を付着させる
には、遅延剤付着設備６において、土砂を攪拌しながら、その土砂に前記希釈遅延剤を噴
霧器により噴霧することにより行う。土砂を攪拌するには、スタビライザー、スタビライ
ザー付きバケットを装着したバックホウ（建築機械）、スクリューフィーダー、強制二軸
ミキサーや攪拌翼付きのミキサー、アジテータ等を用いて行う。
【００２５】
次に、安定処理土製造部８において、前記土粒子の表面に均一に固化遅延剤を付着した土
砂に、遅延剤貯蔵所２とは別のサイロ等を用いた固化材貯蔵所７に貯蔵された固化材を、
土砂を攪拌しながら均一に混合することにより、土質安定処理土を作製する。
【００２６】
この安定処理土製造部８における土砂の攪拌にも、前記遅延剤付着設備６で用いるものと
同様の、スタビライザー、スタビライザー付きバケットを装着したバックホウ、スクリュ
ーフィーダー、強制二軸ミキサーや攪拌翼付きのミキサー、アジテータ等を用いて行うこ
とができる。
【００２７】
上記固化材としては、石こうを主とする固化材を用いる。その石こうには半水石こうが用
いられ、天然石こう、工業用石こう、或は廃石こうの再生材のいずれを用いてもよい。ま
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た上記固化材には、半水石こうだけのものでなくとも、それを含有するものであってもよ
く、その場合は石こう以外の成分としては、耐水性を向上させるための高炉スラグ、酸化
マグネシウム等を混合するタイプや、再泥化抑制のための高分子剤を混合するタイプを用
いてもよい。
【００２８】
このようにして作製された土質安定処理土は、前記土砂の仮置き場１とは別の、雨水との
接触を避けられる土質安定処理土仮置き場９に、１，２日間位仮置きすることができ、そ
れを使用する場合は、ダンプトラック等の運搬手段１０により建設現場まで運搬して、建
設現場でその土質安定処理土を埋め戻し等のために土中に投入して使用することができる
。
【００２９】
建設現場で土中に投入された上記土質安定処理土は、その上から水を加えることにより、
前記固化材と水との結合を介して土質安定処理土の土粒子間の間隙を固化することができ
る。
【００３０】
前記石こうを主体とした固化材は、水が加えられる前は半水石こう（焼石こう）の状態で
あり、下記の式（１）に示すように、水と接触すると直ちに吸水する水和反応によって二
水石こうに変化することにより、上記土粒子間の間隙の固化が完了する。
【００３１】
ＣａＳＯ４ ・１／２Ｈ２ Ｏ（半水石こう）＋３／２Ｈ２ Ｏ
→ＣａＳＯ４ ／２Ｈ２ Ｏ（二水石こう）　　　　　　　　　　　……（１）
【００３２】
このため、水と石こうの重量比にもよるが、概ね数十分程度の短時間で固化し、固化材に
セメントを用いた場合のように長期間かかって促進される強度増加もない。さらに、土砂
と混合するとその土砂の含有水を吸水して固化すると共に、針状結晶の形成によって細粒
土を団粒化させる凝集効果をも併せ持つ。
【００３３】
このような水和反応のみを有する石こうは、その強度が水との比率で決定されるため、配
合設計が簡易であるばかりでなく、セメントに比べて比較的短時間で固化が完了するので
、短時間での復旧（固化）を要求される建設現場の施工において有利となる。
【００３４】
土質安定処理土を製造する際の固化材の量を求めるには、まず、予め室内試験において求
めた締め固め密度、土砂の含水比、土粒子の密度、および水の密度等の諸元から、土粒子
間の間隔量を算出する。このときの間隔量は、締め固め後に固化材と水により飽和される
から、固化材と水からなる（固化材と水の各体積の和の体積を有する）ペースト量に相当
する。
【００３５】
一方、図２に示すように、水と固化材の重量比（Ｗ／Ｐ）と、強度（一軸圧縮強さｑｕ）
の関係を予じめ求めておき、目標とする強度から水と固化材の重量比（Ｗ／Ｐ）を決める
。そして、その目標とする強度に相当する重量比における、水と固化材の体積の和が、前
記ペースト量と同等となるときの固化材の重量を求める。このときの固化材の量が、土質
安定処理土を製造する際の土砂に対する添加量となる。
【００３６】
図３のグラフは、石こうと水を混合してスラリー化したペーストの固化時間を、グルタミ
ン酸を含む固化遅延剤を異る量ずつ添加して別々に測定した結果であり、同図に示すよう
に、固化遅延剤の添加量（重量％）によって上記ペーストの固化時間を容易に調節できる
。
【００３７】
しかし、土砂に直接石こうを混合する場合、建設現場での施工中に土砂の表面水と接触し
た石こうが固化し、所定の強度が得られない。さらに土砂の含水比によって強度が大きく
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異なり、不安定な品質を生ずることが問題となる。
【００３８】
【実験例１】
そこで、土砂を攪拌しながら固化遅延剤に水を加えた希釈遅延剤を噴霧し、石こう混合時
の水和反応を抑制できるか確認するために、図４の表に示すように、砂質土に見立てた含
水比の異なる山砂１０００ｇと石こう２００ｇを単に混合した供試体ＮＯ．１およびＮＯ
．５と、山砂に予め希釈遅延剤を噴霧して付着させた後に石こうを混合した供試体ＮＯ．
２ないしＮＯ．４、及び供試体ＮＯ．６ないしＮＯ．８について、１日養生後の山砂の固
化強度（一軸圧縮強さ）を調査した結果を示した。
【００３９】
石こうを混合する前に山砂に希釈遅延剤を噴霧しない供試体ＮＯ．１およびＮＯ．５は、
山砂の含水比が８％の供試体ＮＯ．１より、その含水比が高い１５％の供試体ＮＯ．５の
方が、固化強度が小さくなるという結果が得られた。すなわち供試体ＮＯ．１の固化強度
は２５８ｋＮ／ｍ２ 、供試体ＮＯ．５の固化強度は７６ｋＮ／ｍ２ であった。
【００４０】
これは、供試体ＮＯ．５の山砂の方は、所定の石こう量を混合した後、時間の経過によっ
て山砂中の含水と石こうのほとんどが単に水和反応してしまったことによるものと考えら
れ、供試体ＮＯ．１の方は山砂中の含水と水和反応した石こう以外の多くの石こうが、土
粒子間の組織の固化に寄与したことによるものと考えられる。
【００４１】
石こう混合前に含水比が８％の山砂に、希釈遅延剤を噴霧しない供試体ＮＯ．１と、希釈
遅延剤を噴霧した各供試体ＮＯ．２，３，４を比較すると、供試体ＮＯ．２，３の方が供
試体ＮＯ．１よりも固化強度が高く、供試体ＮＯ．４の方は供試体ＮＯ．１よりも固化強
度が低いという結果が得られた。すなわち供試体ＮＯ．１の固化強度は２５８ｋＮ／ｍ２

、各供試体ＮＯ．２，３，４の固化強度は４８４，５０８，９２ｋＮ／ｍ２ であった。
【００４２】
これは、供試体ＮＯ．２，３の方が供試体ＮＯ．１よりも、石こう混合直後における土砂
中の水と石こうとの水和反応が固化遅延剤により抑制されたことによるものと考えられる
。
【００４３】
石こう混合前に含水比が１５％の山砂に、希釈遅延剤を噴霧しない供試体ＮＯ．５と、希
釈遅延剤を噴霧した各供試体ＮＯ．６，７，８を比較すると、供試体ＮＯ．６，７の方が
供試体ＮＯ．５よりも固化強度が高く、供試体ＮＯ．８の方は供試体ＮＯ．５よりも固化
強度が低いという結果が得られた。すなわち供試体ＮＯ．５の固化強度は７６ｋＮ／ｍ２

、各供試体ＮＯ．６，７，８の固化強度は１１３，９３，０ｋＮ／ｍ２ であった。
【００４４】
これは供試体ＮＯ．６，７の方が供試体ＮＯ．５よりも、石こう混合直後における土砂中
の水と石こうとの水和反応が固化遅延剤により抑制されたことによるものと考えられる。
【００４５】
以上の結果から、遅延剤添加量（重量）は、山砂の含水比にかかわらず、混合する石こう
の重量に対して０．４％未満であれば、土粒子表面の水と石こうの固化反応を遅延するこ
とにより、土砂の固化強度増加に寄与する。望ましくは遅延剤添加量は、石こうに対して
０．３％以下の場合に、確実に土砂の固化強度増加に寄与するものと思われる。
【００４６】
これらのことから、水分を保有する土砂に石こうを混合すると、水和反応の進行により土
砂の固化強度低下を招くので、その固化強度低下の抑制のためには、土砂に石こうを混合
する前に固化遅延剤を付着させることが効果的であると共に、固化遅延剤を土砂に付着さ
せないときより少ない石こうで大きな固化強度が得られるので、石こうの使用量を節減で
きる上でも効果的であることが分かる。
【００４７】
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【実験例２】
次に、図５の表に示すように、希釈遅延剤の濃度と量による土砂の固化強度への影響を確
認するために、含水比の異なる（８％と１５％）山砂に、濃度の異なる（１％、２％、４
％）希釈遅延剤を、山砂の重量に対する混合量（希釈遅延剤添加率）を変えて付着させ、
その後一定量の石こう（山砂重量の２０％）を混合し、１日養生後の山砂の一軸圧縮強さ
（固化強度）を測定した。同表はその固化強度を、希釈遅延剤無添加の場合の山砂の固化
強度を１．００としたときの比（強度比）で示している。
【００４８】
山砂の含水比８％、希釈遅延剤濃度１％のとき、希釈遅延剤を添加すると山砂の固化強度
が増加するが、希釈遅延剤添加率（対山砂重量比）が多くなると、次第に強度比が小さく
なる。希釈遅延剤濃度２％の場合は、希釈遅延剤添加率４％で強度比が１．０以下となり
、山砂の固化強度が低下することが判明した。
【００４９】
このような傾向は、希釈遅延剤濃度が４％の場合、あるいは山砂含水比が１５％の場合も
同様の傾向にあることが、図５の表から分かる。
【００５０】
希釈遅延剤添加率を大きくすることは、山砂に対して固化遅延剤と共に水を供給している
ことに他ならないから、図２で示したように水と固化材の重量比（Ｗ／Ｐ）を大きくさせ
ていることになり、結果として山砂の固化遅延による固化強度増加よりも、水の供給によ
る固化強度低下の方が打勝ち、強度比が小さくなって、希釈遅延剤無添加の場合より山砂
の固化強度が小さくなるものと考えられる。
【００５１】
したがって、山砂の固化強度増加が期待できる希釈遅延剤添加率は、希釈遅延剤濃度によ
って、適切に選択すればよいことになる。ただし、無用な水の供給を抑制することを考慮
すると、希釈遅延剤濃度は、遅延剤添加量が対石こう重量比０．３％以内（図４参照）、
且つ均一な混合を可能として強度比が希釈遅延剤無添加のものより小さくならない希釈遅
延剤添加率の範囲内で、濃くすることが望ましい（図５参照）。
【００５２】
また、山砂の含水比が異なっても強度増加が期待できる希釈遅延剤添加率は１％であり、
この場合は本発明を実施する度に砂質土の含水比が変化しても、山砂の固化強度増加の効
果が期待されるものである。すなわちこの希釈遅延剤添加率１％は、山砂への均一な混合
を可能として強度比が希釈遅延剤無添加のものより小さくならない数値である。
【００５３】
したがって、濃くて少量の希釈遅延剤を砂質土に混合するほど、石こう系固化材を添加す
ることにより山砂の固化強度が増加する可能性が高くなる。このため、山砂の所定の固化
強度を得るための石こう系固化材の添加量を少なくすることができる。
【００５４】
【具体例】
図４に示すように、山砂１０００ｇ、石こう２００ｇのとき、総量規定０．３％以下より
、使用可能な遅延剤添加量は、２００×０．２％＝０．４ｇとなる。したがって、
希釈遅延剤濃度が１％のときの希釈遅延剤量（遅延剤と水の総和量）は、０．４ｇ／１％
＝４０ｇ、
希釈遅延剤濃度が２％のときの希釈遅延剤量は、０．４ｇ／２％＝２０ｇ、
希釈遅延剤濃度が４％のときの希釈遅延剤量は、０．４ｇ／４％＝１０ｇとなる。
【００５５】
このとき、図５に示す希釈遅延剤添加率（対山砂重量比）は、
希釈遅延剤濃度が１％のときは、上記のように希釈遅延剤量は４０ｇだから、山砂の重量
１０００ｇに対して４％、
希釈遅延剤濃度が２％のときは、上記のように希釈遅延剤量は２０ｇだから、山砂の重量
１０００ｇに対して２％、
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希釈遅延剤濃度が４％のときは、上記のように希釈遅延剤量は１０ｇだから、山砂の重量
１０００ｇに対して１％が限界値となる。
【００５６】
したがって、希釈遅延剤添加率はそれらの限界値以下であれば、山砂の固化強度増加が期
待されることになる。このことは、図５の表に示した実験値の強度比とほぼ合致している
。
【００５７】
このことから遅延剤添加量は、石こう重量に対して０．２％以下とすると共に、砂質土に
混合する希釈遅延剤の重量比（希釈遅延剤添加率）は、希釈遅延濃度（事実上、４％以下
）に応じて選択する。望ましい希釈遅延剤添加率は１％以下であり、この場合は確実に山
砂の固化強度増加に寄与するものと思われる。
【００５８】
このように本発明の土質安定処理土及びその製造方法によれば、土砂に、固化遅延剤の水
溶液を均一に加えた後で、石こうを主とする固化材を均一に混合するようにしたため、固
化材を土砂に混合してから極めて短時間で石こうの一部が土粒子の表面の水と結合して固
化強度増加を妨げるのを防止することができる。
【００５９】
このため、予めその一部が土粒子の表面の水と結合して減る分を見込んで余分な石こうの
量を増やして供給する必要がなくなるので、固化材に石こうを用いた場合であっても、石
こうの消費量が増大することを防止できて、土質安定処理土や施工費のコストアップを防
止することができる。
【００６０】
また、本発明の製造方法により製造された土質安定処理土は、固化遅延剤を土粒子に付着
させているので、石こう系固化材を混合しても直ちに固化せず、土中に投入後に水を加え
、その後の時間の経過により固化遅延剤の効果を失うと、固化材が水と反応してその化学
的固結力によって所定の固化強度を発揮し、土粒子の相互移動を拘束する。このため、盛
り土等の斜面が雨や地下水により洗掘されるのに抵抗する耐洗掘性や、容易に土砂が液状
化するのを抑制する液状化抵抗性が向上する。
【００６１】
また、固化遅延材の濃度および混入量を調節することで、固化開始時間を任意にコントロ
ールでき、施工中に土質安定処理土が予定より速く固化することを防止することができる
。
【００６２】
このような石こう系の土質安定処理土は、粗粒土を主体としているため、高価な石こう系
固化材の使用量を抑制できて経済的となるばかりか、機械的もしくは水締め工法等によっ
て締め固めることで、容易に土粒子同士が噛み合って物理的にも安定化することができ、
周辺地盤と同等以上の強度変形性能（せん断強度および破壊ひずみ）が得られる。
【００６３】
さらに、固化材に使用する石こうが廃石こうである場合には、それに含有する繊維の効果
により固化後の土砂の靭性が向上して、優れた変形性能に改善されると同時に、廃石こう
をリサイクル利用することができるので環境の悪化防止の上でも望ましい。
【００６４】
固化遅延剤付着済みの石こう系安定処理土は、施工条件に応じて、事前に加水しスラリー
化後に土中に投入する方法、投入と同時に注水する水締め工法、機械転圧で締め固めた後
に水を供給する方法等のいずれの方法でもよく、簡易な設備で施工できる。
【００６５】
また、土中に投入後に石こう系固化材の固化に必要な水量の範囲を超えて水を加えたとき
でも、土粒子の間隙量を上回る水は容易に分離するので、所定の強度を確保することがで
きる。さらにそのとき分離した余剰水は高アルカリ性となることはないので、中性化処理
をすることなく無処理で排出しても環境を悪化させることはない。
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【００６６】
なお、建設現場での施工目的としては、地中埋設管の埋設工事、共同溝、橋台、橋脚、擁
壁等の構築物の裏込め、道路などの盛り土、地中空洞部への充填等に、土工材料として上
記土質安定処理土を用いることができる。
【００６７】
また本発明は、図１に示すフローチャートに基づく製造方法に限定する必要はなく、他の
製造方法を用いて土質安定処理土を製造してもよいことはいうまでもない。
【００６８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の土質安定処理土及びその製造方法によれば、土砂に、固化
遅延剤の水溶液を均一に加えた後で、石こうを主とする固化材を均一に混合するようにし
たため、固化材を土砂に混合してから極めて短時間で石こうの一部が土粒子の表面の水と
結合するのを防止することができる。
【００６９】
このため、予めその一部が土粒子の表面の水と結合して減る分を見込んで余分な石こうの
量を増やして供給する必要がなくなるので、固化材に石こうを用いた場合であっても、石
こうの消費量が増大することを防止できて、土質安定処理土や施工費のコストアップを防
止することができる。
【００７０】
また、固化強度は、土砂の含水比に影響されないから計算による配合設計が可能であり、
強度の確認試験を実施すればよく、毎回施工毎の配合試験を必要としない。
【００７１】
さらに、固化遅延剤の効果で、この土質安定処理土は、一時的に仮置きが可能となり、夜
間工事で使用するときも、昼間作業で作り置きができる。また土砂の固化強度は、耐洗掘
性や液状化抵抗性が確保される程度であればよいため、固化強度が小さな廃石こうを用い
ることもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】土質安定処理土の製造方法及びその後の工程を示すフローチャートである。
【図２】水と固化材の重量比（Ｗ／Ｐ）と固化材の石こうを混合した土砂の固化後の一軸
圧縮強さの関係を示すグラフである。
【図３】石こうと水を混合してスラリー化したペーストの固化時間と固化遅延剤の添加量
（石こうに対する重量％）の関係を示すグラフである。
【図４】実験例１の結果を示す表である。
【図５】実験例２の結果を示す表である。
【符号の説明】
１　土砂の仮置き場
２　遅延剤貯蔵所
３　貯水場
４　希釈遅延剤溶液作製部
５　レキ・異物除去部
６　遅延剤付着設備
７　固化材貯蔵所
８　安定処理土製造部
９　土質安定処理土仮置き場
１０　運搬手段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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